
神戸地裁総第776号

令和2年10月16日

山中理司様

神戸地方裁判所長宮崎英

司法行政文書開示通知書

平成30年12月6日付け（同月7日受付）で申出のありました司法行政文言の

開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称及び開示しないこととした部分とその理由

別表のとおり

2 開示の実施方法等

(1) 実施の方法

1の各文書については閲覧及び謄写ができる。

（2） 閲覧の場所

神戸地方裁判所事務局総務課

（3） 開示の実施期間

令和2年10月16日 （金）から11月16日 （月）まで（土， 日及び祝日

を除く。 ）の午前10時から午後4時まで（午後零時15分から午後1時ま

でを除く。 ）

(担当）総務課電話()78 （367） 1019



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称
q も

枚数
､

開示しないこととした部分とその理由

申 夕

1
報道対応案（平成30． 1

1． 5神戸地裁総務課）

片面

で

6枚

個人識別情報（事件番号，事件名， 当事者名，代

理人名等）及び公にすると広報事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており，

これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号

及び第6号に定める不開示情報に相当することか

ら ， これらの情報が記載されている部分を開示しな

いこととした 0

2
対応案(H30. 11 . 8神

戸地）

片面

で

7枚

個人識別情報（事件名，前提事実等）及び公にす

ると事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

情報（対応スタンス，対応内容等）が記載されてお

り ， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第

1号及び第6号に定める不開示情報に相当すること

から ， これらの情報が記載されている部分を開示し

ないこととした。

3

決裁文書（決裁日 H30

11 ． 9） （決裁票を含

む。 ）

片面

で

3枚

個人識別情報（内線番号，裁判所職員の印影等）

及び公にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報（内線番号）が記載されており， こ

れらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及

び第6号に定める不開示情報に相当することから，

これらの情報が記載されている部分を開示しないこ

ととした ◎

4

決裁文書（決裁日 H30

11 ． 12） （決裁票を含

む。 ）

片面

で

3枚

個人識別情報（内線番号，裁判所職員の印影等）

及び公にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報（内線番号）が記載されており， こ

れらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及

び第6号に定める不開示情報に相当することから，

これらの情報が記載されている部分を開示しないこ

ととした 0

5

ご連絡（平成30年11月1

4日受付神戸地方裁判所長宛

て）

片面

で

1枚

個人識別情報（特定の事件に関する文書の標題，

同事件の代理人の住所及び氏名等）及び公にすると

法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがある情報（印影）が記載されており，

これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号

及び第2号イに定める不開示情報に相当することか

ら フ これらの情報が記載されている部分を開示しな

いこととした 0

6

ピ

平成30年11月14日受付．

神戸地方裁判所長宛て書面

片面

で

6枚

個人識別情報（特定の事件に関する文書の標題，

同事件の代理人の住所，氏名 , 当事者名，事件番

号，事件名，裁判官の氏名，文書の内容全般等）及

び公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（印影）が記載

されており， これらの情報は，行政機関情報公開法



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称

●

枚数

0

開示しないこととした部分とその理由

第5条第1号及び第2号イに定める不開示情報に相

当することから , これらの情報が記載されている部

分を開示しないこととした 0

7

平成30年11月14日受付

神戸地方裁判所長宛て書面控

1ページの写し

片面

で

1枚

個人識別情報（特定の事件に関する文書の標題，

同事件の代理人の住所，氏名， 当事者名，事件番

号，事件名，裁判官の氏名，文書の内容全般等）及

び公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（印影）が記載

されており， これらの情報は，行政機関情報公開法

第5条第1号及び第2号イに定める不開示情報に相

当することから， これらの情報が記載されている部

分を開示しないこととした。

8

ご連絡（平成30年11月1

4日受付神戸地方裁判所姫路

支部長宛て）

片面

で

1枚

個人識別情報（特定の事件に関する文書の標題，

同事件の代理人の住所，氏名等）及び公にすると法

人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがある情報（印影）が記載されており, こ

れらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及

び第2号イに定める不開示情報に相当することか

ら , これらの情報が記載されている部分を開示しな

いこととした 0

9

平成30年11月14日受付

神戸地方裁判所姫路支部長宛

て書面

片面

で

6枚

個人識別情報（裁判所職員の印影，特定の事件に

関する文書の標題， 同事件の代理人の住所，氏名 ，

当事者名，事件番号，事件名，裁判官の氏名，文書

の内容全般等）及び公にすると法人等の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情

報（印影）が記載されており， これらの情報は，行

政機関情報公開法第5条第1号及び第2号イに定め

る不開示情報に相当することから， これらの情報が

記載されている部分を開示しないこととした。

10

2018年に神戸地方裁判所

事務局人事課課長補佐が受信

したメール1通（添付ファイ

ルを含む。 ）

片面

で

2枚

個人識別情報（メールアドレス等） ．及び公にする

と事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情

報（メールアドレス等）並びに公にすると今後の人

事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確

保に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されてお

り ，

1号

これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第

, 第6号柱書及び第6号二に定める不開示情報

に相当することから， これらの情報が記載されてい

る部分を開示しないこととした。

11

報道対応案について（決裁日

平成30年11月19日）

(決裁票を含む。 ）

片面

で

9枚

個人識別情報（裁判所職員の印影，事件名，事件

番号 ， 当事者名，代理人名等）及び広報事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載され

ており フ これらの情報は，行政機関情報公開法第5



(別表）

I

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由

条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当する

ことから， これらの情報が記載されている部分を開

示しないこととした 0

12
対応案(H30. 11 . 19

神戸地）

片面

で

6枚

個人識別情報（事件名，官職及び氏名等）及び公

にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報（対応内容，想定問答案等）が記載されて

おり , これらの情報は，行政機関情報公開法第5条

第1号及び第6号に定める不開示情報に相当するこ

とから フ これらの情報が記載されている部分を開示

しないこととした。

13
報道対応案（平成30． 1

1． 19 神戸地裁総務課）

片面

で

8枚

個人識別情報（事件名，事件番号， 当事者名，代

理人名等）及び公にすると広報事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており，

これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号

及び第6号に定める不開示情報に相当することか

ら ， これらの情報が記載されている部分を開示しな

いこととした ◎

14

電話聴取書（日時平成30

年11月29日 （木）午後4

時15分）

片面

で

2枚

個人識別情報（記者の氏，携帯電話番号） ， 公に

すると法人等の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがある情報（法人名及び聴取要

旨）及び公にすると広報事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある情報が記載されており， これら

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，第2

号イ及び第6号に定める不開示情報に相当すること

から ， これらの情報が記載されている部分を開示し

ないこととした 。

15

電話聴取書（日時平成30

年11月30日 （金）午前9

時37分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏，携帯電話番号） , 公に

すると法人等の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがある情報（法人名及び聴取要

旨）及び公にすると広報事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある情報が記載されており， これら

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，第2

号イ及び第6号に定める不開示情報に相当すること

から， これらの情報が記載されている部分を開示し

ないこととした。

16

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前8時

55分）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名） フ 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にすると

広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

情報が記載されており， これらの情報は，行政機関

情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号に定



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数
1

開示しないこととした部分とその理由

める不開示情報に相当することから， これらの情報

が記載されている部分を開示しないこととした 0

17

対応案（平成30. 12. 3

神戸地裁， 16に対応するも

の）

片面

で

1枚

公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人名）及び

公にすると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報が記載されており， これらの情報

は ， 行政機関情報公開法第5条第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

18

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前8時

58分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

19

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 18に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（氏名等） ， 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名）及び公にすると広報事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載さ

れており， これらの情報は，行政機関情報公開法第

5条第1号 ， 第2号イ及び第6号に定める不開示情

報に相当することから， これらの情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

20

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前9時

16分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た ◎

21

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁, 20に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名等） ， 公にすると‘法人等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報（法人名）及び公にすると広報事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載

されており， これらの情報は，行政機関情報公開法



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由

t ◆

第5条第1号,第2号イ及び第6号に定める不開示

情報に相当することから ， これらの情報が記載され

ている部分を開示しないこととした 0

22

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前9時

19分）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名等） , 公にすると法人等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にする

と広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機

関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号に

定める不開示情報に相当することから， これらの情

報が記載されている部分を開示しないこととした 0

23

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 22に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名） ， 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名）及び公にすると広報事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載さ

れており， これらの情報は，行政機関情報公開法第

5条第1号 , 第2号イ及び第6号に定める不開示情

報に相当することから， これらの情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

24

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前9時

25分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

25

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 24に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名等） ， 公にすると法人等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報（法人名）及び公にすると広報事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載

されており， これらの情報は，行政機関情報公開法

第5条第1号，第2号イ及び第6号に定める不開示

情報に相当することから， これらの情報が記載され

ている部分を開示しないこととした。

26

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前9時

34分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） , 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由

C ■

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

27

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 26に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名等） , 公にすると法人等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報（法人名）及び公にすると広報事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載

されており， これらの情報は，行政機関情報公開法

第5条第1号，第2号イ及び第6号に定める不開示

情報に相当することから， これらの情報が記載され

ている部分を開示しないこととした。

28

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前9時

37分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た ◎

29

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 28に対応するも

の）

片面

で

1枚

公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人名）及び

公にすると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報が記載されており， これらの情報

は ， 行政機関情報公開法第5条第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た ◎

30

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前9時

46分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） , 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

31

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁, 30に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（氏名等） , 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名等）及び公にすると広報事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載

されており， これらの情報は，行政機関情報公開法



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由

第5条第1号，第2号イ及び第6号に定める不開示

情報に相当することから， これらの情報が記載され

ている部分を開示しないこととした。

32

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前9時

53分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

33

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 32に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（氏名等） , 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名）及び公にすると広報事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載さ

れており， これらの情報は，行政機関情報公開法第

5条第1号 フ 第2号イ及び第6号に定める不開示情

報に相当することから， これらの情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

34

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前10

時00分①）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） , 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

35

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 34に対応するも

の）
b e

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名等） ' 公にすると法人等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報（法人名等）及び公にすると広報事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記

載されており， これらの情報は，行政機関情報公開

法第5条第1号，第2号イ及び第6号に定める不開

示情報に相当することから， これらの情報が記載さ

れている部分を開示しないこととした。

36

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前10

時00分②）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ツ 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報(法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た ◎

37

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 36に対応するも

の）

片面

で

2枚

個人識別情報（事件名） ， 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名）及び公にすると広報事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載さ

れており， これらの情報は，行政機関情報公開法第

5条第1号 ， 第2号イ及び第6号に定める不開示情

報に相当することから， これらの情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

38

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午前11

時30分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） フ 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た ◎

39

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 38に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名） フ 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名）及び公にすると広報事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載さ

れており， これらの情報は，行政機関情報公開法第

5条第1号 , 第2号イ及び第6号に定める不開示情

報に相当することから， これらの情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

40

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午後1時

41分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏，携帯電話番号等） ， 公

にすると法人等の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがある情報（法人名及び聴取要

旨）及び公にすると広報事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある情報が記載されており， これら

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号 , 第2

号イ及び第6号に定める不開示情報に相当すること

から， これらの情報が記載されている部分を開示し

ないこととした。

41

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 40に対応するも

の）

片面

で

1枚

個人識別情報（事件名） , 公にすると法人等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法人名等）及び公にすると広報事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由

されており， これらの情報は，行政機関情報公開法

第5条第1号，第2号イ及び第6号に定める不開示

情報に相当することから， これらの情報が記載され

ている部分を開示しないこととした。

42

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午後2時

35分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） , 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

43

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 42に対応するも

の）

片面

で

1枚

公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人名）及び

公にすると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報が記載されており， これらの情報

は，行政機関情報公開法第5条第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

44

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午後3時

51分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） 》 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

45

対応案（平成30. 12. 3

神戸地裁， 44に対応するも

の）

片面

で

1枚

公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人名）及び

公にすると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報が記載されており， これらの情報

は , 行政機関情報公開法第5条第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

46

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午後4時

15分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由
』

6

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1．号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

47

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 46に対応するも

の）

片面

で

1枚

公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人名）及び

公にすると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報が記載されており， これらの情報
は ， 行政機関情報公開法第5条第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

48

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午後4時

40分）

面
枚

片
で
１

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから ， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし
た 0

49

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁， 48に対応するも

の）

片面

で

1枚

公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人名）及び

公にすると広報事務の適正な遂行に支障を及.ぽすお

それがある情報が記載されており， これらの情報
は , 行政機関情報公開法第5条第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし
た 0

50

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午後5時

40分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし
た 0

51

対応案（平成30． 12． 3

神戸地裁, 50に対応するも

の）

片面

で

公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人名）及び

公にすると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすお



(別表）

項番 開示する司法行政文書の名称 枚数 開示しないこととした部分とその理由

q O

1枚 それがある情報が記載されており， これらの情報

は ， 行政機関情報公開法第5条第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

52

電話聴取書（日時平成30

年12月3日 （月）午後6時

15分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏等） ， 公にすると法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人名及び聴取要旨）及び公にす

ると広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの

情報が記載されている部分を開示しないこととし

た 0

53

電話聴取書（日時平成30

年12月4日 （火）午後4時

40分）

片面

で

1枚

個人識別情報（記者の氏） , 公にすると法人等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報（法人名，聴取要旨）及び公にすると

広報事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

情報が記載されており， これらの情報は，行政機関

情報公開法第5条第1号，第2号イ及び第6号に定

める不開示情報に相当することから， これらの情報

が記載されている部分を開示しないこととした。



開示の実施方法等について

神戸地方裁判所事務局総務課

1 提出時期

開示の実施の方法等については， 同封した「司法行政文書開示の実施方法等申

出書」 （以下「実施方法申出書」 という。 ）により， 申出を行ってください（持

参していただいても，郵送いただいても結構です。 ） 。なお，開示の実施の準備

を行う必要がありますので，実施方法申出書は，開示を受ける希望日の3日前に

は， 当方に届くように御提出願います。

2 開示の実施の方法の選択等について

下記の記述を読んだ上，実施方法申出書のうち希望する実施の方法等を選択し，

該当する事項の□にし印を付してください。

（1） 閲覧を希望される場合

閲覧場所への来庁希望日時も記載してください。

なお，来庁の際には， 同封した「司法行政文書開示通知書」 （以下「開示通

知書」 という。 ）を持参してください。

（2） 謄写を希望される場合

①まず， カメラ等機器（カメラや乾電池，バッテリーで稼働するもの）を持

参して来庁の上， 自分で謄写する方法があります。

この場合は，来庁希望日時も記載してください。来庁の際には， 開示通知

書を持参してください。

②また，兵庫県弁護士協同組合のコピー機を使用して， 自分で謄写する方法

があります。 この場合の謄写費用は白黒片面1枚20円です。

③次に，謄写業者に謄写の委託をする方法があります。 こ‘の場合，兵庫県弁

護士協同組合に委託していただくことになります。

兵庫県弁護士協同組合に委託する場合の謄写費用，送料等につきましては，



直接兵庫県弁護士協同組合（電話番号O78-341-8941)にお問い

合わせください。

ア来庁して謄写の委託を申し込まれる場合

実施方法申出書に来庁希望日を記載してください。

来庁の際には， 開示通知書及び印鑑（認め印で結構です）を持参してく

ださい。

なお，謄写には多少の時間を要するため，謄写の委託のために御来庁い

ただいても，必ずしも当日に謄写物を受け取ることができるとは限りませ

んので予め御了承ください。

イ郵送により謄写の委託を申し込まれる場合

この場合に提出していただく委任状及び謄写依頼書を同封しました。 こ

れらの書類を当課文書係宛てに郵送してください。

なお，一つの文書のうちの一部分のみの謄写を希望される場合には，文

書のどの部分の謄写を希望されるかを詳しくお聞きするために，必ず御来

庁いただくこととしております。郵送により謄写の委託を申し込まれる場

合には，一文書の全体の謄写を申し込んでいただくことになりますので御

了承ください。



令和 年 月 日

司法行政文書開示の実施方法等申出書

神戸地方裁判所御中

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先・電話番号

司法行政文書開示通知書（令和年 月 日付け）により通知のありました

司法行政文書開示について，下記のとおり申出をします。

記

□ (1) 閲覧 （希望日 ：令和 年 月 日 時）

□ （2） 謄写

□①来庁して謄写手続をする

（希望日 ：令和 年 月 日 時）

ロア持参するカメラ等機器で実施

ロイ謄写業者への委託

□②郵送で謄写委託を申し込む

※希望する実施の方法等を選択し，該当する事項の□にし印を付してください。

※閲覧を希望される方及び来庁の上謄写手続等をとることを希望される方は，来庁

希望日時も記載してください。



謄写依頼書

兵庫県弁護士協同組合御中

下記の文書の謄写を依頼します。

謄写部分

年

全てを謄写

月 日付け司法行政文書開示通知書記載の開示文書のうち，

お名前
）
、

電話

ご住所

I

1



委 任 状

私は，神戸市中央区橘通2丁目2番1号謄写室内兵庫県弁護士協同組合を代理人

と定め，下記の司法行政文書の謄写に関する一切の件を委任します。

記

謄写を求める司法行政文書の名称
● ■

年 月 日付け神戸地方裁判所からの司法行政文書開示通知書記載

枚)全てを謄写の開示文書（片面で

令和 年 月 日

住 所

委任者
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(平成30． 1 1 ． 5神戸地裁総務課）

姫路支部■■■■請求事件に係る報道対応案

1 事件情報

（1） 事件

（ ■■■■請求事件

(2)■期日
平成30年11月5日 （月）午後1時30分～午後4時

(3) 担当係

神戸地方裁判所姫路支部民事合議B係

(4) 当事者

ア請求者

同代理人

イ拘束者

同代理人

ウ被拘束者

’

:■■■■■

■■■■同国選代理人
〆

2対応者
､

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長
（

4
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「 國求珈件回 国'4'係者が負傷した件
に閲する対応案
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2 対応スタンス
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3 対応案

(1) 対応時期

｜速やかに。
（2） 対応者（訪問時）

､ ー

（
田

(3) 対応内容

ア基本説明
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封筒にてご返送いただけますと幸甚に存じます。

よろしくお願いいたします。
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ご連絡
= 二－凸一二一

神戸地方裁判所姫路支部支部長

裁判官徳岡由美子殿

弁護士 ’

■■■■
ヰ閏一一一D ■ 由~一・一■ーわーー△●e 一一一一括 早口 D 屯一一一一一■一一一～吟や● ･- =. ■＝

（ 拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

下記書類をお送り致しますのでご査収ください。

記

■■■■ （ 付）正本及び控え 各1部

控えにつきましては、貴裁判所の受領印を押印のうえ、 ｜司封しました返信川

封筒にてご返送いただけますと幸甚に存じます。

よろしくお願いいたします。

なお、本書の|司内容の譜面を｛' '1戸地方裁判所所長宛てにも同時に送付してお

ります。
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耐踊●
神戸地方裁判所姫路支部支部長

・裁判官徳岡由美子殿

’
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陸 孟
国一凸. ､

蕊

一■■■代理人弁護士一■TEL

FAX ’

神戸地撞姫路支部において平成30年1 1月5｣］に発fi;（ した醜ﾉ<|州瓶につい

（関係事件）

神戸地方裁判所姫路支部 ー背求事件
■■■■■■■■外■名
■■■■■■■■外■名
■■■■■■■■■

裁判長裁判官■ﾛ■■■氏、 裁判官■■■■氏、裁判官’ |氏
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大西章雄（神戸地人事課補佐）
二＝~ ＝~一＝ー q

｡一ー ､戸 ■■■

差出人：

送信日時：

宛先：

CC:

＝＝幸一

芋』

口
凸
一

一一砂

2018
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件名：
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P ？-誼6星も童埜一k ■一屯 一二睾竺 ‐な

いつもお世話になっております。

別添のとおり連絡しますも ．

御多用のところ恐縮ですが，

よろしくお願いします。
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決 裁 河

蕊馬妄薑一一1
庁 ロ ,

文書の種類所長 事務局長 事務局次長
● 9 1

類: ：型 エ ※(管理通迩配第4の3の似)）

廃棄時期

● ● 翌会計年度末に廃棄・

平成30年11月i9日●● 決裁日
総務課長 課長補佐

●●
毒

1

(H30, 11: 総務課長 ・ ）

Ⅱ

1 1、

U ・

報道対応案について

(決裁事項）姫路支部 請求事件に係る別添の報道対応案を大阪高裁に
求意見してよるしいか。
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杁
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アａ災’

凸 』

(検討） ．

（
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’
I※エ所管する事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る司法行政文書

一
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神戸地裁総務課）
･ ﾛ ｰ ･･託b ･･ロ ー& 屯笹 身 号 . 凸

1．1，

毒罐部ロ ■請求事件に篠る鞠道対応案
. □ ､ , 】

1 ．.事件情報
． 、鋼::．

<1) 事件

求薑件

(2)…醗白‘ ：

:乎凄"年'1月5:日(月)午後'時30分~予後4時
(3) ：担当係‘：

‘ ． ：

ゞ…謹言學方裁判所姫路支部民事合議息係一
(型) 当事者｡ :． ”

一

ﾉ

ア篇轄ゴ：
． ． ： オ． ． ， .

同代理人：
； 、 .Y

イ拘束者 ：
. ； ･-'. .. ：.､.

■■ ● ■ ”‐■ 5J も ① ｡ ■

’ 同代理人：
． …. ､‘ : ≦ :： “

ウ被拘束者：

’

■■■

同国達代理人:■■■

壷 2対応者

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長
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(H30. 1 1 . 19神戸地）

■■■請求事件の■■の関係者が負傷した件
に関する対応案

1 対応案

（1） 対応時期(‐
’ ’ 速やかに。

(2) 対応者
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(3) 対応内容

ア基本説明
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(平成30. 11. 19 神戸地裁総務課）

姫路支部■■■■請求事件に係る報道対応案

1 事件情報

（1） 事件

「 ｜請求事件

(2)■■期日

平成30年1，1月5日 （月）午後1時30分～午後4時

(3) 担当係

神戸地方裁判所姫路支部民事合議B係

(4) 当事者

（

請求者

同代理人

拘束者

同代理人

被拘束者

ア

’イ

|－‐ 1
ウ

同国選代理人

（ 1

2 対応者

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長
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看官

電 話聴取書
､

－－－
寺6－

■一一Fqワー白宕 ■一ｺ～一･ﾛ ﾛ ｰｰ , 日 ■苧序一壱

日時

相手方

平成30年11月29.B (木）午後4時15分

哩童 ｜■■■記者(在籍確認済み）
（｜ ｜）

神戸地方裁判所事務局総務課広報係後藤優佳聴取者

標題

画＝､画一 一一ニーーーェ喀血壼二凸二畢唾宮転一一一

【聴取要旨】

I

‘ぞ

以上

【対応者】

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長
【対応案】 ，

戸

（

（

‐
1



L

１
１

（

（



4

電話‘聴取書

日時平成30年1，1月30日 （金）午前9時37分

相手方 ’ ｜ ’ 患者(在籍確認済み）
( ）

聴取者標題神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也 ’

一一壷一再一

ロローー、ー~－．戸p面面守■ーr聖■毛エーロマ■＝六一不一再…唾一面＝‐茜＝ぬ÷ー＝＝面毎J＝ーー五一庫－＝茜＝－苗マー

【聴取要旨】

(聴取者）

〈

上以

（
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電話聴取番

座

‐
一
ナ

分
口
ｆ
＃
ｒ
菫

抽
施
一

羅
一□
一
岬
一
ブ

裏
ロ
ラ

》
，
ク

ｚ

０３成
！
平

0

日、時

相手方

聴取者画神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也
． 口同 広報係員後藤僅佳

’標題
一一

（対応案）

1 対応者
r稲腫蔵7F廼些1

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長

~

9．

李豊

跡xv

昏芭 ■＝ 凸

陣一子,r乱宝一白二．ロ 面,石..一一ロ 曰_し一戸＝＝

』、ー



行や、 ※殿i＃“修文'〆面ﾏ、※最間蛾修文

(‘平成30‘ 12‘ 3神戸地裁）

■■■取材に対する対応案

【回答案】

I

I

’
４

ワ ー
“

1



酋〆､へ /ァ、'へ
し

睡話聴取番

戯午後r時雨
，ロー 放送

－

分

，ロ テレビ

■■■■■■■■■■■

日 （月）日時平成30年12月3

相手方吐一新圀,□
（ 画岩,法記者クラ

聴取者ロ神戸地方裁判所

圃同

ラ

神戸地方裁判所

)■■■ブ加盟

原田卓也

後藤優佳

事務局総務課広報係長

同 広報係員

標題
…－一

’

■対応案）■■■■】【聴取要旨
1 対応者 、
′

神戸地裁総務蝶蝶長補佐（広報担当）又は同広報係長

’

僻‘〆
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」 ※“雑文<~可､※最商裁修文

』

(平成30． 12． 3神戸地裁）

■■■■■取材に対する対応案

〃
面

４

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
１
‐
１
１
、

｢I司答毒1

釣《了しで‐

／一ヘ．

Gジ

~ゴーﾃｮﾛﾛｰｰ砧.､~／一・一
一 、、､、
〆

膠）

2一一 一一 一

1



②/戸や､ 〆、頁、

蝿話 I帥取審

日 時

相手方

平成30年12月

口 新聞, ．

（¥面笥法記者ク
ロ神戸地方鋳脚

分

テ●し上□

」
聴取者ロ神戸地方裁判所砺務局総務課広報係長原田卓･山

ぴ同 広報係員後聴優佳

標題
..ｰ_‘一‘_-二一-.----.-.--.－－言:-..L －．一天言5と‘ 一 一一－－勺 .｡■■一■三…凸 ｡.－…一回●ー~

(対応案）
【聴取要旨】

L

1 対応者

’
口

日

で

０

ｐ

１

０

神戸地栽総務課弧長柿佐（広報担当）又は同広報係長

催
い
聯田1も趣画転巨、ロ． 了､,‐ 『!亜‘理ﾛ用醜i諄｢､五里竜 巴=二可
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詮
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一
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(平成30． 12． 3神戸地紋）

■睡 函材に対1-る対応案
－＝ 一一一ユーー一一一一

I

【回答案】
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電話聴取謀
｜’

I圭

毒刷鵠乳需綾↑鯉平成30年,坐r月

口 新聞，

日時

相手方 テレビ

（ 口司法記者クラブ加盟 ）

聴取者回／神戸地方裁判所事務局総務課広報係長

・ 口同 広報係員

原田卓也

後藤優佳

標題

』
」

－

【聴取要旨】

寺 一ユ 一争

(対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長柿佐（広報担当）又は同広報係長

■■■■

’

/s、／〆

坤崎
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l
l(平成30． 12． 3神戸地裁）

■■■■■取材に対する対応案

【回答案】

’
●

’

’

１
１

2
1

宇



③戸 へ

電話聴取番

日 時平成30年12月3日 （月）

相手方□ 新聞， □

（~孟,法記者クラブ加盟
聴取者口神戸地方裁判所事務局＃

Ⅵ同
所事務局総

分

ロ テレピ

務課広報係長原田卓也

広報係員後藤優佳

標題

■ ■ ､ ｡＝･＝ ■ 町｡ ■＝一旬■■■■■＝■ ■ 甲■甲■■■＝5－口一画一一甲△■や●｡一一B●＝一一■一＝＝＝一ら●一一■■－け■ ｡■｡■一●ー｡ ｡固ー‐｡■ー今今一■一‐ 凸■一一eCO－■一ー一■

(対応案）
【聴取要旨】

1 対応者

神戸地裁総務課課長＃}iIE(広報担当）又は同広報係長 ’
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l

l

I

1
■
１
１
ウ
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｡｛三ﾉー

一

積年－『 －



ハ /、､

’(平成30． 12． 3神戸地裁）

｜

ー材に対1－る対応案

’【回答案】
丁

１
１
１

■■■■■■

二一一 一＝

ワ
ニ

1



④〆､、 "～

電話聴取書

I莚－夢 鰻
乳魁贈:‐ ÷とゞ

■■■
課広報係長原田卓也

・広報係員後藤優佳

1 ，
－

:…｡隼赫F欝日蝉割猛口 新聞， □

（ 画司法記者クラブ加盟 ）

画神戸地方裁判所事務局総務課広報係長

口同 ． ・・ ・広報係員

日時

相手方

聴取者

標題 弓’

『

(対応案）

l 対応者
、

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長

1

、

多切"昌卜 1

儲>く‘／



戸､､ 〆=や、

(平成30‘ 12． 3神戸地維）

■■■■取材に対する対応案

【回答案】

｜

口
口１

１
１

L－－－－ b ‐－ h一』 ワ
ゴ

1



⑦／~湾 /言、

蛎話聴取書

｛淫

日時平成30年秀圭月

相手方口 新聞，

（ 口司法記者ク

聴取者ロ神戸地方裁¥l

口同

口司法記者ク

時37分
放送□

？

a
午後

テレビ

ラブ加盟 ）■■■■
神戸地方裁判所事務局総務課広報係長

同 広報係員

原田卓也

後藤優佳
､以上

標題 1

(対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長袖佐（広報担当）又は同広報係長

【聴取要旨）

－
１
■

１１型

〆一一

／

窪！（

緋くv



rへ、 ゲｰ、

(平成30． 12． 3神戸地裁）

■■■■取材に対司1－る対応案

【回答案】

･劇

句

｜
I

l I歴(F メくけ蝉、

’
一

--,.-- 口」．鴎一一

匿
唾
』

■■主

▲＝且 －－ 一一－一一句一



⑤'〆幸、〆ｰ､

電話聴取番

,午後？ '1非f‘分
I之 a

日時平成30年ﾙﾖゲ月3－9

相手方団■新剛,ロー
（ 臼句法記者クラブ

聴取者〆神戸地方裁判所事
口同

標題｜

■■繍蹴□

R
日 （金） ⑤，

‘ ロー 放違ロー テレビe臼句法記者クラブ加盟 ）■■■■
神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也

同 広報係員後藤優佳

_ ____ |

■【聴取要旨】 （対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長

一

咽 」



戸一 "、

(平成30． 12． 3神戸地裁）

－

■■■■取材に対する対応案

【回答案】
●

１
１

I １
Ⅱ
Ｉ

D

I

D

’

’ I

’
’

１

_j竺 一

２
1



①〆争、

一忽
封k
=3

－－一 ＝

午後？時兎分
放送,〆■■テレビ

■■■

～、

電話聴取

．
□

癖
“
蝋く日

ヌ
諸
刃

之一I之一

平成30年』←-r月3

□ 新聞，□

（回句法記者クラ日句法記者クラ

日時

相手方

ブ加盟 ）

聴取者回神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也

口同 広報係員後藤優佳

’標題

（対応案）

1 対応者
【聴取要旨】

(広報担当）又は同広報係長神戸地裁総務課課長補佐

ノ

熟塞′

熟’く､′



（

､

’
○
口
・
．
．
０

（
（
鐇
一
ヨ
二
二
章
の
．
割
｛
・
○
句
雲
一
》
一
二

盤
当
黄
一
坪
‐
壱
，
糞
叩
一
起
曼
■
■
■
■
■
。

『

一
鍔
装
三
】

－－－

〆



戸や蝋 'へ､
心一証

‐_②趣話 1鰍取番

一一一一一一・一一=－－－－ーー一当･一一一・~-＝．．"． .一.~'一…-一→'閏一一…一一ー｡.~一~-...~~~､宮.'一~一~一一'一‐

日時平成30年12月3日 (月)圃.午後(onfO0分
相手方団ﾛ■■新聞,□ ，口 放送, ロ ビ

（頭法記者クラブ加盟 ）■■■

聴取箸蝋声地方裁判所蛎務扇総務線広報係長…也広報係員後藤優佳

’標題
ロー 一一凸全 曹凸 ■ － －●令一一■■＝■ D T●b~ 口 →－■ ■一一■一寸■■心● 凸一一 一■ ①＝一■ｰ■ ＝■●一一凸 卑一一一一一戸一■一一守一一■←勾一凸一一一一口＝●＆■勺■B ●U■■ー‐0一再 g■一~■ー一劃 一一一 一 で

（対応案）

1 対応者

神戸地裁総務隈課長術佐（広報担当）又は同広報係長

【聴取要旨】 【

I

q唾凹型 二■

鏡
｡､↓‐諺‘‐

卜、

熱試V



戸､二、 〆へW、
、

１
．
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｈ
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｏ
ｒ
ｌ
０
０
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１
１
１
１
４

’ (平成30． 12． 3神戸地裁）
一一

■■ﾛ取材①に対1－る対応案

【回啓案】

’

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

I

’ '8ﾐｭヶ． 対六櫛
ウ
ョ

1



． 、

勇練尋〆や、 〆、、

②
龍話聴取帯

一一一■一一一一一一一一一一＝画一■ ＝凸一一一一±一一一画

…(卿)9午績(0時両曹一
一一一一一一一一一■ ＝●一一一■一一一

，□ ， 口 放送， ロ チレピ

日 時

相手方

■■■クラブ加盟 ）

聴取者ロ神戸地方栽判所事務局総務課広報係長原田卓也

吋同 広報係員後藤優佳

標題
▲ =■＝●一●■一q● 句一一一一一■■面一一■①一一一 口一一一一■一一一口 ＝ー一■｡bヂーー■ー■■

【聴取要旨】

／

(対応案）

1 対応者

神戸地栽総務課蝶長補佐（広報担当）又は同広報係長

F 一一一一

＝ 一
、

1

鞄×､ノ〃



へ、 'へ、

(平成30． 12． 3神戸地裁）

＝取材②に対する対応案

下
【回答案】

I’

I
1

1

1 １
１
１

l
I

I

I

L

d-ﾄｰ.沙峰
2

1



南

阜
○
ゞ
叩
』
一

マ

一一一一

』

”

I



へ

憲
一

声、戸、

番砥話 I随取

日 時平成30年12月3

相手方ロ ， 新聞,間
（嵐司法記者クラ

聴賊着瀦戸地方総剰所
神戸地方栽判所

分

，□ －垂止_旦

原田卓山

後藤優佳

事務局総務媒広報係長

同 広報係員 以上

標題
■＝－－一一一一一■”←｡■－ 元 ・■一一一一一一一一=＝一一寺●F●｡＝二､一一一勺 二 G 一＝一岩 =一凸■ ●■■■－■-壷0－，－－－－－←→ﾀﾛｰｰ ｮ 三二 ~=■ q■■qq p F ＝■－

(対応案）

1 対･応者

神戸地裁総務際課長iili佐（広報担当）又は同広報係長

『砿眼寧旨1
I

｛

g＝

! ■

戸
制
ｊ
Ｊ
珊
叩
Ｌ
Ｒ
８
且
画
亜
。
●
刃



べ、へ

(平成30． 12． 3神戸地裁）

【回答案）

口’

’

I
一 志王 垂 ＝ －



Cジ戸･ﾍ へ

電話聴取書

請
鯛 1時咄分

放送，図

､エら
時平成30年,J=J-月S－e日 ⑯午前日

』
二

相手方□． 新聞， □ ， □

（ 函司法記者クラブ加蜆 ）

聴取者〆神戸地方裁判所事務局総務課広報係長
口同 広報係員

■■■■■■原田卓也
p

後藤優佳

標題 上

（対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長柿佐（広報担当）又は同広報係長

【聴取要旨】

対か可、

1一 一 二

殿,くv



〆←、 へ

(平成30． 12． 3神戸地裁）

■■■■取材に対する対応案 、

【回答案】

’
■
■
、
■
■
■
日
日
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
日
日
■
■
０
０
１
１
０
△
９
１
Ⅱ
９
０
４
０
７
９
口
７
１
Ｆ

’



田公へ ベヘ

電話聴 ．取書

日時平成30年営月鼻日 (鉛午赫.⑬ユ時；>分
, D "dh""相手方口 新聞, □ ，。 ， ロ テレビ

（ 回句法記者クラブ加盟 ）

聴取者日／神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也

口同 広報係員後藤優佳

標題 ’ ，‐

雨雨棄ﾌｰｰｰ
【聴取要旨】

1 対応者r

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長



戸瘻、 ｛

｜ 丞雌埋墾童

.(平成30． 12． 3神戸地裁）

■■■■取材に対する対応案

【回答案】

’

！
’

五咽諜1
1



八5
、_圭一〆~、 ～↑

電話聴取書

r.FI分

送， ロ テレビ
撫諒萄冒藤愚

－(垂一蚕一一
日時

相手方

平成30年』ずr月9--B日

画■■■新聞, □
（面奇法記者クラブ加
団／神戸地方裁判所事務

ロ同

■■■新聞， □ J口 放送，

論法記者クラブ加盟 ） ｜
神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也

同 広報係員後藤優佳

聴取者

標題 L

（対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長

【聴取要旨】
田

i

Ｉ

Ｉ
Ｌ
■
凸
■
１
１
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
’
０
凸
Ｕ
０
０
Ｉ
Ⅱ
１
０
０
６
■
１
匹
４
日
Ⅱ

由

■
。

r淵X、／
1



T

へ雪、 /へ､ぐ、

｜ ※墹妬蚊修文

(平成30 ． 12． 3神戸地裁）

取材に対1-る対･応案 ノ｜ （追加

【回答案】

I

’

’

ーー 一 一一＝－ ．■

ユ

声



⑬／や、〆－，

電話聴取番
一一

(月)午前.③ 千時(5分平成30年12月3

國 ｜新聞, □
（画司法記者クラ

0年12月3

ラ

日日時

相手方 テレビ□］

ブ加翻 〉

聴取者ロ神戸地方裁判所布務局総務課広報係長． 原田卓･也

V同 広報係員後藤優佳

標題
一一一一－一一一一

（対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長

■W繭函罰

I
1

I

f

,

．←-4■ 一 一＝



ノハー、 'へく-、

｜ ※最商樋修文

(平成30． 12． 3･神戸地裁）

取材に対する対応案

【回答案】

１
１
１ 〆

I

I

1



⑰
一

声声 ／へ

電話聴取書

日 時平成30年,2月3個 (月)午前:":f時和分
相手方岨■新岨,□ ，口 放送,□

（ 回笥法記者クラブ加盟 ）■■■
聴取者． ロ神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也

甘同 広報係員後藤優佳

テレヒ'

上以
標題

(対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長

【聴取要旨】
~

’

一



〆~、 /輪

｜ ※最高裁礁玄

(平成30． 12． 3神戸地栽）

■■■取材に対需)-る対応案

【回答案】

－－上

一

＃

|ツ巧ツメ1ノ
グ
Ⅱ
』

1

１

■



⑬戸へ へ

電話聴取書

平孟b皐這月斯蕊~肩『燭言時w分
畝■ 穀聞, □ ， 口一 放送,口 テレビ

･ ､

日時

相手方

（団司法記者クラブ加盟） ■■■
聴取者面神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也

口同 広報係員後藤優佳

標題 ｜
以上

（対応案）

1 対応者

神戸地裁総務課課長柿佐（広報担当）又は同広報係長

【聴取要旨】
1

1

ノ1

1

|‘



I

?

鱈 、

Ｉ
~

イ

（ 象
ヨ
言
叩
二
言
・
・
単
一
づ
？
養
菩
）

{

織
還
葉
卓
‐
戸
義
呈
韓
ご
一
口
ロ
ロ
ロ
ロ

ぢ

／

、

剃
勤
矧
計
一

〔
孫
坤
亘
］

L



〆－ﾍ へ戸

竃話聴取番
一一

圓時平成30年12月3日 (月)午前･感6時(夕分
相手方□ ， 新聞』M■■□－－越塗,□

（吋司法記者ｸﾗプ加盟 ）｜
聴取者ロ神戸地方裁判所事務局総務課広報係長．原田卓也

〆同 広報係員後藤優佳

テレビ

以一上
標題

応案）

対応者

神戸地裁総務課課長柿佐

(対【聴取要旨】
１

(広報担当）又は同広報係長！

｜

I

J

1

ﾄ

2_C:of メィか肴

471 1"錦蝶馴と溝ソ
ノ

I

｣

１
１

＝て。‐己 ■閂 ■H1



電話聴取書

ー

日時

相手方

聴取者

標題

平成30年12月4日 （火）午後4時40分

■■■■■■記者

神戸地方裁判所事務局総務課広報係長原田卓也

【聴取要旨】

’
以上

（
【対応者】

神戸地裁総務課課長補佐（広報担当）又は同広報係長

【対応案】

I
翌隷丑号星‘~岼承涙K罫出面F‐ ‐二『~母研，や 61 ロー川卑& ’’一

＝一一＝一一■一一

（

(；ぢ0鳥裁野f7瀧から

詮艮･『ふしj′

(bこ量｡幻,糊塞了


